
　亡くなられた後の市役所内の各種手続きをサポートします。
予約開始／ ７月 ３日㈪
利用開始／ ７月18日㈫
予 約 枠／① ９時～　② 10 時 ３0 分～　③ 14 時～
　　　　　※平日のみ
場　　所／市役所新館１階（市民課）
対　　象／死亡時に本市に住民登録があった方の遺族
申込み・問い合わせ／死亡届提出時に配布した「遺族のた
めの手続きガイドブック」をお手元に用意し、利用希望日
の1週間（５開庁日）前までに電話で市民課（内線24３4）

ご利用ください　手続きガイドブック
　ご遺族の方が必要となるさまざまな手続きをまとめた
「遺族のための手続きガイドブック」を配布しています。
配布場所／市民課、両支所、市民サービスコーナー
※死亡届提出時には皆さんにお渡ししています

◀︎市HPでも見る
　ことができます

手続きチェックリストや委任状の様式もあります

申込み時に次のことをお伺いします

ご遺族の方の手続きをサポート

「おくやみ窓口」
　 を設置します

おくやみ窓口でできること
●�国民健康保険や介護保険、税金に関す
ることなど、亡くなられた方の状況に
応じて必要な手続きをご案内

●�亡くなられた方の氏名・住所などの基
本的な情報を事前に印字するなど、書
類作成の負担を削減

●亡くなられた方の氏名・住所・生年月日・死亡日・喪主
●手続きに来る方の氏名・住所・生年月日・連絡先・亡くなられた方との関係
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	人口と世帯　◆人口　117,660人（前月比－ 1人）［男　58,248人／女　59,412人］　◆世帯　	52,400世帯（前月比＋81） ※ 5 月₁日現在
　　　　　◆人口　117,625人（前月比－35人）［男　58,208人／女　59,417人］　◆世帯　	52,441世帯（前月比＋41） ※ 6 月₁日現在


